資料２　戦後日本の障がい者福祉と「作業所」の歴史まとめ（2016年3月　武井）

＜戦後の混乱期　～ＧＨＱの影響下で戦後日本の福祉制度が確立＞
　1945年　8月、太平洋戦争終結～敗戦国としての歩みがスタート
　　　　 →戦後の混乱の中、大量の＜福祉需要＞が発生。（傷病者、孤児、寡婦、貧困者…）
　　　　　 戦争孤児の中には少なからぬ精神薄弱所（知的障がい者）が混じっていたという
　　　　　→「養護施設」(孤児院)や「養老施設」（養老院）にて身よりの無い人たちを保護
1947年　日本国憲法、児童福祉法が制定
1948年　教育基本法、学校教育法施行
→盲学校・聾学校への就学が義務制に。養護学校も創設されたがこちらは義務教育
ではなく、＜就学免除＞＜就学猶予＞という考えのもと重度の障がい児は対象外
1951年　社会福祉事業法制定　→「措置委託制度」のはじまり

＜入所施設、大規模施設中心の福祉施策の時代＞
1956年　大阪府立養護学校、愛知県立養護学校創設（全国初の公立肢体不自由養護学校）
1957年　東京都立青鳥養護学校創設（初の公立養護学校）　知的障害通園施設が新たに創設
1960年　精神薄弱福祉法（後の知的障害者福祉法）制定
→「精神薄弱者更生施設」（後の知的障がい者更生施設の創設。）
身体障害者雇用促進法（現「障害者の雇用の促進等に関する法律」成立
　
　＜高度経済成長の時代の中「労働保障」の問題が顕在化　⇒「作業所」運動のはじまり＞
1969年　3月、全国初の無認可共同作業所「ゆたか作業所」開所（愛知県名古屋市）
７月、身体障がいの当事者たちにより「もぐらの家」開所（東京都江戸川区）
1976年　全国初の精神～の作業所「あさやけ第２作業所」が開所（東京都小平市）
1978年　千葉県にて、公的機関への「心身障害者福祉作業所」への補助金制度がスタート
1979年　養護学校の義務化　→学校卒業後の行き場の問題がますます顕在化する

＜1980 ～90年代を通じて、日本各地で無認可の民間小規模「作業所」の設立が相次ぐ＞
1993年　千葉県にて、民間の「心身障害者小規模福祉作業所」への補助金制度がスタート
2004年　「作業所」が全国で6,000か所超に

＜制度改革の時代　～入所施設中心から「地域生活」重視へシフト＞
2003年　 「支援費制度」施行（措置から契約へ） ※財源的な裏付けに乏しく数年後に破綻
2005年　 「障害者自立支援法」施行→翌年施行（NPO、有限会社、株式会社等の参入OKに）
　　　　　義務的経費の障害福祉サービス事業（国）と、裁量的経費の地域生活支援事業　　
（地方自治体）の2本立て。各地の「作業所」は、これらどちらかの事業に基づく
運営形態へと除々に移行（地域活動支援センター、就労継続支援、就労　　　　　　移行支援、生活介護 等）
2013年　 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行
　　　 　 相談支援事業を核とする「障がい者ケアマネジメント」が本格的に動き始める。
　　　　 「作業所」がよろずや的にすべてのニーズに応えようとするかたちから、地域の　　ケアマネ（相談支援専門員）が権利擁護的な観点からご本人や家族に寄り添い、地域の様々な資源・サービスを組み合わせた支援メニューを提示するかたちへ
